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    告     示 

和歌山県告示第89号 

 特定非営利活動促進法（平成10年法律第7号）第10条第1項の規定による設立認証の申請があったので、

同条第2項の規定により次のとおり公告する。 

 なお、関係書類は、和歌山県環境生活部県民局県民生活課及び和歌山県ＮＰＯサポートセンターに備え

置いて、平成31年2月18日まで縦覧に供する。 

  平成31年1月29日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

1 申請年月日 

平成31年1月17日 

2 名称 

特定非営利活動法人串本学童保育所運営委員会 

3 代表者の氏名 

山中大資 

4 主たる事務所の所在地 

和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台1060番地209 

5 定款に記載された目的 

 この法人は、地域児童に対し、学童保育に関する事業を行い、子どもの健全な育成に寄与することを

目的とする。 

 

和歌山県告示第90号 

県 章 

発行 和   歌   山   県 

和歌山市小松原通一丁目 1番地 

毎週火、金曜日発行 和歌山県報
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 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第46条第2項の

規定に基づき、指定障害福祉サービス事業者から次のとおり廃止の届出があったので公示する。 

  平成31年1月29日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

事業所 

番 号 
事業所の名称 事業所の所在地 

障害福祉サービス

の   種   類
事業者の名称

事業者の主たる 

事務所の所在地 

廃 止 

年月日 

3011000

308 

ひまわり福祉サ

ービス橋本事業

所 

橋本市隅田町下兵

庫514-3 

居宅介護 

重度訪問介護 

株式会社KNC企

画 

和歌山市新中島63-

5 

平成 

31.1.31 

 

和歌山県告示第91号 

 和歌山県薬物の濫用防止に関する条例（平成24年和歌山県条例第83号）第11条第1項の規定により、知

事監視製品を次のとおり指定する。 

  平成31年1月29日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

1 知事監視製品 

（1）次の写真を付して、「SNAKE（蛇）」の名称で販売される製品であって、その内容物が液体のもの。 

（2）次の写真に示すとおり、「NATURAL HIGH」と表示のある製品であって、その内容物が植物片のもの。 

（3）次の写真に示すとおり、「El Dorado」と表示のある製品であって、その内容物が植物片のもの。 

（4）次の写真を付して、「ダイナマイト セクシー」の名称で販売される製品であって、その内容物が植

物片のもの。 

（5）次の写真に示すとおり、「HEADS」と表示のある製品であって、その内容物が粉末のもの。 

（6）次の写真を付して、「艶煙」の名称で販売される製品であって、その内容物が粉末のもの。 

（7）次の写真に示すとおり、「SPIDER」と表示のある製品であって、その内容物が粉末のもの。 

（8）次の写真を付して、「教鞭スペルマ」の名称で販売される製品であって、その内容物が液体のもの。 

（9）次の写真に示すとおり、「RABBIT HOLE」と表示のある製品であって、その内容物が液体のもの。 

（10）次の写真に示すとおり、「アナル腋」と表示のある製品であって、その内容物が液体のもの。 

（11）次の写真に示すとおり、「Special Gay Time」と表示のある製品であって、その内容物が液体のも

の。 

（12）次の写真に示すとおり、「姦狂力」と表示のある製品であって、その内容物が液体のもの。 

（13）次の写真に示すとおり、「淫ノ源」と表示のある製品であって、その内容物が液体のもの。 

（14）次の写真に示すとおり、「ACAB」と表示のある製品であって、その内容物が液体のもの。 

（15）次の写真に示すとおり、「strong energy」と表示のある製品であって、その内容物が液体のもの。 

（16）次の写真に示すとおり、「極楽浄土」と表示のある製品であって、その内容物が液体のもの。 

（17）次の写真に示すとおり、「直打」と表示のある製品であって、その内容物が液体のもの。 

（18）次の写真を付して、「リバ専」の名称で販売される製品であって、その内容物が液体のもの。 

（19）次の写真に示すとおり、「GAY RIGHTS」と表示のある製品であって、その内容物が液体のもの。 

（20）次の写真を付して、「ミッドナイト リキッド」の名称で販売される製品であって、その内容物が

液体のもの。 

（21）次の写真に示すとおり、「LOVE2018」と表示のある製品であって、その内容物が液体のもの。 

（22）次の写真を付して、「リニューアルオープン記念」の名称で販売される製品であって、その内容物

が液体のもの。 

（23）次の写真を付して、「MP08 スーパーレモンヘイズ XTC TROPCAL Vr3 ソリッド状」の名称で販売さ

れる製品であって、その内容物が植物片のもの。 
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（24）次の写真を付して、「MP08 スーパーレモンヘイズ XTC TROPCAL Vr3 ソリッド状」の名称で販売さ

れる製品であって、その内容物が植物片のもの。 

（25）次の写真を付して、「MP08 スーパーレモンヘイズ XTC TROPCAL Vr3 ソリッド状」の名称で販売さ

れる製品であって、その内容物が植物片のもの。 

（26）次の写真を付して、「MP09 PANDORA（パンドラ）ソリッド状」の名称で販売される製品であって、

その内容物が植物片のもの。 

（27）次の写真を付して、「MP11 HOT STUFF（ホットスタッフ）Vr3 ソリッド状」の名称で販売される製

品であって、その内容物が植物片のもの。 

（28）次の写真を付して、「MP11 HOT STUFF（ホットスタッフ）Vr3 ソリッド状」の名称で販売される製

品であって、その内容物が植物片のもの。 

（29）次の写真を付して、「MP36 クリスタルスピード Vr3」の名称で販売される製品であって、その内

容物が液体のもの。 

（30）次の写真を付して、「MP36 クリスタルスピード Vr3」の名称で販売される製品であって、その内

容物が液体のもの。 

（31）次の写真を付して、「MP37 クリスタルアッパーVr3」の名称で販売される製品であって、その内容

物が液体のもの。 

（32）次の写真を付して、「MP37 クリスタルアッパーVr3」の名称で販売される製品であって、その内容

物が液体のもの。 

（33）次の写真を付して、「MP31 エクスタシーウエーブ 4」の名称で販売される製品であって、その内

容物が液体のもの。 

（34）次の写真を付して、「MP31 エクスタシーウエーブ 4」の名称で販売される製品であって、その内

容物が液体のもの。 

（35）次の写真を付して、「MP42 カチノンラブ2」の名称で販売される製品であって、その内容物が粉末

のもの。 

（36）次の写真を付して、「MP43 スピードラッシュ2 Vr3」の名称で販売される製品であって、その内容

物が粉末のもの。 

（37）次の写真を付して、「MP43 スピードラッシュ2 Vr3」の名称で販売される製品であって、その内容

物が粉末のもの。 

（38）次の写真を付して、「MP45 スピードアイス4」の名称で販売される製品であって、その内容物が粉

末のもの。 

（39）次の写真を付して、「MP47 スピードアイス3 Vr3」の名称で販売される製品であって、その内容物

が粉末のもの。 

（40）次の写真を付して、「MP47 スピードアイス3 Vr3」の名称で販売される製品であって、その内容物

が粉末のもの。 

（41）次の写真を付して、「●お徳用ハーブ MP50 ウルトラヘイズ（Ultra Haze） ソリッド状」の名称

で販売される製品であって、その内容物が植物片のもの。 

（42）次の写真に示すとおり、「PINK DOG AROMA LIQUID」と表示のある製品であって、その内容物が液

体のもの。 

（43）次の写真に示すとおり、「4-mens dandy」と表示のある製品であって、その内容物が液体のもの。 

（44）次の写真に示すとおり、「4-ladies passion」と表示のある製品であって、その内容物が液体のも

の。 

（45）次の写真に示すとおり、「CRUSH ICING」と表示のある製品であって、その内容物が液体のもの。 

（46）次の写真に示すとおり、「BURST FLAMES」と表示のある製品であって、その内容物が液体のもの。 

（47）次の写真を付して、「失神縮穴」の名称で販売される製品であって、その内容物が粉末のもの。 
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（48）次の写真に示すとおり、「鬼舐め69」と表示のある製品であって、その内容物が液体のもの。 

（49）次の写真に示すとおり、「龍王 伍」と表示のある製品であって、その内容物が植物片のもの。 

（50）次の写真に示すとおり、「拡張プリンス」と表示のある製品であって、その内容物が粉末のもの。 

（51）次の写真に示すとおり、「聖神手 GOD FINGER」と表示のある製品であって、その内容物が植物片

のもの。 

（52）次の写真に示すとおり、「片男波」と表示のある製品であって、その内容物が植物片のもの。 

（53）次の写真に示すとおり、「イかせNight X’mas Drip」と表示のある製品であって、その内容物が液

体のもの。 

（54）次の写真に示すとおり、「濡らさNight X’mas Drip」と表示のある製品であって、その内容物が液

体のもの。 

（55）次の写真に示すとおり、「Weeed Power」と表示のある製品であって、その内容物が植物片のもの。 

（56）次の写真を付して、「♥合法アロマジェル♥」の名称で販売される製品であって、その内容物がゲ

ル状のもの。 

（57）次の写真に示すとおり、「H」と表示のある製品であって、その内容物がゲル状のもの。 

（58）次の写真に示すとおり、「虎震 TORABURU」と表示のある製品であって、その内容物が植物片のも

の。 

（59）次の写真に示すとおり、「瞬勃起」と表示のある製品であって、その内容物が植物片のもの。 

（60）次の写真に示すとおり、「Ultra Orgasm」と表示のある製品であって、その内容物が粉末のもの。 

（61）次の写真に示すとおり、「狂濡 Alpha」と表示のある製品であって、その内容物が植物片のもの。 

（62）次の写真に示すとおり、「INAZUMA FUCK」と表示のある製品であって、その内容物が植物片のもの。 

（63）次の写真に示すとおり、「ALICE IV」と表示のある製品であって、その内容物が粉末のもの。 

（64）次の写真に示すとおり、「蛸吸い」と表示のある製品であって、その内容物が液体のもの。 

（65）次の写真に示すとおり、「剛力」と表示のある製品であって、その内容物が液体のもの。 

（66）次の写真に示すとおり、「壺酔わせ」と表示のある製品であって、その内容物が粉末のもの。 

（67）次の写真に示すとおり、「IKU IKU MAX」と表示のある製品であって、その内容物が粉末のもの。 

（68）次の写真に示すとおり、「絶頂無双」と表示のある製品であって、その内容物が植物片のもの。 

（69）次の写真に示すとおり、「BUTTER 狼」と表示のある製品であって、その内容物が液体のもの。 

（70）次の写真に示すとおり、「女意暴」と表示のある製品であって、その内容物が液体のもの。 

（71）次の写真に示すとおり、「花美乱 HANABIRA」と表示のある製品であって、その内容物が植物片の

もの。 

（72）次の写真に示すとおり、「特濃アナルフィズ」と表示のある製品であって、その内容物が液体のも

の。 

（73）次の写真に示すとおり、「潤感MAX」と表示のある製品であって、その内容物が固体のもの。 

（74）次の写真に示すとおり、「Anaguma」と表示のある製品であって、その内容物が粉末のもの。 

（75）次の写真に示すとおり、「clitorip」と表示のある製品であって、その内容物が液体のもの。 

（76）次の写真に示すとおり、「sudden death」と表示のある製品であって、その内容物が植物片のもの。 

（77）次の写真に示すとおり、「蜜壺千寿」と表示のある製品であって、その内容物が液体のもの。 

（78）次の写真に示すとおり、「ヌルパコ乱穴」と表示のある製品であって、その内容物が液体のもの。 

（79）次の写真に示すとおり、「SEX Monkey」と表示のある製品であって、その内容物が植物片のもの。 

（80）次の写真に示すとおり、「Bi-亜愚羅」と表示のある製品であって、その内容物が粉末のもの。 

（81）次の写真に示すとおり、「凄万」と表示のある製品であって、その内容物が液体のもの。 

（82）次の写真に示すとおり、「強根 極」と表示のある製品であって、その内容物が植物片のもの。 

（83）次の写真に示すとおり、「鬼突き 暴れ将軍」と表示のある製品であって、その内容物が植物片の

もの。 
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（84）次の写真に示すとおり、「GANG BLEND」と表示のある製品であって、その内容物が液体のもの。 

（85）次の写真に示すとおり、「怒雷撫」と表示のある製品であって、その内容物が粉末のもの。 

（86）次の写真に示すとおり、「Hyper LEMON SPARK GIGA MAX」と表示のある製品であって、その内容物

が植物片のもの。 

 （次の写真は、省略し、その写真を和歌山県福祉保健部健康局薬務課及び県立保健所に備え置いて縦覧

に供する。） 

2 指定理由 

 興奮、幻覚、陶酔等の作用を人の精神に及ぼすことが標ぼうされ、その製品の用途及び使用方法に反

して、身体に使用されるおそれがあるため 

3 施行期日 

平成31年1月29日 

 

和歌山県告示第92号 

 大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第8条第1項の規定により和歌山市から聴取した意見の概

要について、同条第3項の規定により公告する。 

  平成31年1月29日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

1 大規模小売店舗の名称及び所在地 

（仮称）ラ・ムー和歌山津秦店 

和歌山県和歌山市津秦字師匠田233番3外 

2 意見の対象となった届出に係る告示 

平成30年和歌山県告示第1020号 

3 意見の概要 

（1）環境面、衛生面、排出量及び回収ペースを考慮した廃棄物保管施設を確保してください（生ゴミに

ついては2日分以上を確保できる施設にしてください。）。 

（2）騒音規制法に基づく第1種区域の規制基準（夜間）は、敷地境界で40dBです。予想どおりの等価騒音

レベルでは苦情発生が考えられるため、対策を講じてください。 

（3）荷さばき場の作業音及び作業時間、廃棄物からの悪臭、調理に伴う臭い、事業所の排水等について、

周辺環境に十分配慮してください。 

（4）水質汚濁防止法、騒音規制法、振動規制法及び和歌山県公害防止条例を遵守するとともに、近隣住

民との関係を良好に保ち、悪臭の苦情等の申出に対し真摯に対応してください。 

（5）産業廃棄物を保管する場合、保管基準に従い、生活環境の保全上支障のないように保管してくださ

い。 

（6）通学路の安全確保に十分注意してください。 

4 意見の縦覧場所 

和歌山県商工観光労働部商工労働政策局商工振興課（和歌山市小松原通一丁目1番地） 

和歌山市産業交流局産業部商工振興課（和歌山市七番丁23番地） 

5 意見の縦覧期間及び縦覧できる時間帯 

縦覧期間 平成31年1月29日から同年3月1日まで 

時間帯 午前9時30分から午後5時まで 

 

和歌山県告示第93号 

 次のように保安林の指定施業要件の変更をする予定であるから、森林法（昭和26年法律第249号）第33

条の3において準用する同法第30条の2第1項の規定により告示する。 
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  平成31年1月29日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

1 指定施業要件変更予定保安林の所在場所 田辺市（次の図に示す部分に限る。） 

2 保安林として指定された目的 水源の涵
かん

養 

3 変更後の指定施業要件 

（1）立木の伐採の方法 

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。 

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計

画で定める標準伐期齢以上のものとする。 

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

（2）立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 

次のとおりとする。 

 （「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を和歌山県農林水産部森林・林業

局森林整備課及び西牟婁振興局農林水産振興部林務課並びに田辺市役所に備え置いて縦覧に供する。） 

 

和歌山県告示第94号 

 港湾法（昭和25年法律第218号）第39条第1項の規定により田辺都市計画臨港地区文里港臨港地区におけ

る分区を次のとおり指定し、平成20年和歌山県告示第954号（港湾法による文里港臨港地区内における分

区の指定）は、廃止する。 

 なお、次の表の別図は省略し、その図面を県土整備部港湾空港局港湾空港振興課及び西牟婁振興局建設

部に備え置いて一般の縦覧に供する。 

  平成31年1月29日 

文里港港湾管理者和歌山県        

代表者 和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

分   区 区    域 面  積 

商港区 田辺市文里一丁目の一部、文里二丁目の一部、東山二丁目地先

並びに新庄町西橋谷、土手内、成川、新田、出井、西跡の浦及

び東跡の浦の各地先（別図に示す区域） 

約7.6ha 

 

和歌山県告示第95号 

 和歌山県政府調達苦情検討委員会設置要綱の一部を改正する告示を次のように定める。 

  平成31年1月29日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

 和歌山県政府調達苦情検討委員会設置要綱（平成8年和歌山県告示第439号）の一部を次のように改正す

る。 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

改 正 後 改 正 前

（設置） （設置）
第 1 条 県の機関が行う調達であって、地方公共 第 1 条 県の機関が行う調達であって、地方公共

団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を 団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を
定める政令（平成 7 年政令第3 7 2号）第 1 条に 定める政令（平成 7 年政令第3 7 2号）第 1 条に
規定する1994年 4 月15日マラケシュで作成され 規定する1994年 4 月15日マラケシュで作成され
た政府調達に関する協定、2012年 3 月30日ジュ た政府調達に関する協定、2012年 3 月30日ジュ
ネーブで作成された政府調達に関する協定を改 ネーブで作成された政府調達に関する協定を改
正する議定書、経済上の連携に関する日本国と 正する議定書その他の国際約束の対象となる調
欧州連合との間の協定その他の国際約束の対象 達に関係する供給者の苦情について、政府調達
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   附 則 

 この告示は、平成31年2月1日から施行する。 

 

和歌山県告示第96号 

 和歌山県における政府調達に関する苦情の処理手続を次のように定める。 

 平成26年和歌山県告示第513号（和歌山県における政府調達に関する苦情の処理手続）は、平成31年1月

31日限り廃止する。 

  平成31年1月29日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

   和歌山県における政府調達に関する苦情の処理手続 

1 和歌山県政府調達苦情検討委員会 

（1）和歌山県政府調達苦情検討委員会（以下「委員会」という。）は、苦情を文書で受理し、調達機関

による当該苦情に係る調達のいかなる側面に関しても事実関係を調査し、調達機関に対する提案を行

う。 

（2）申し立てられた苦情に関して利害関係を持つと認められる委員は、当該苦情の検討に参加すること

はできない。 

2 苦情の申立て 

（1）供給者（調達機関が製品又はサービスの調達を行った際に当該製品又はサービスの提供を行った者

及び行うことが可能であった者をいう。以下同じ。）は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達

手続の特例を定める政令（平成7年政令第372号）第1条に規定する1994年4月15日マラケシュで作成さ

れた政府調達に関する協定、2012年3月30日ジュネーブで作成された政府調達に関する協定を改正する

議定書、経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定その他の国際約束（以下「協定等」と

いう。）の規定に反する形で調達が行われたと判断する場合には、委員会に対し、書面により苦情を

申し立てることができる。 

 供給者が、協定等の違反があると考える場合には、まず、当該調達を行った機関との間で協議を行

い、解決を求めることが奨励される。 

（2）供給者が協定等の違反があると考え、調達機関に対し協議を行いたい旨を申し出た場合にあっては、

当該調達機関は、当該供給者と速やかに協議を行い、苦情を解決するよう努めなければならない。 

3 期間 

（1）本処理手続において、日数の計算は、特に規定のない限り暦日による。 

となる調達に関係する供給者の苦情について、 に関する苦情の処理手続（平成26年和歌山県告
政府調達に関する苦情の処理手続（平成31年和 示第5 1 3号）に基づき、公平かつ独立した立場
歌山県告示第96号）に基づき、公平かつ独立し から検討し、関係調達機関への提案等を行うた
た立場から検討し、関係調達機関への提案等を め、和歌山県政府調達苦情検討委員会（以下「
行うため、和歌山県政府調達苦情検討委員会（ 委員会」という。）を置く。
以下「委員会」という。）を置く。

（委員会の構成等） （委員会の構成等）
第 2 条 略 第 2 条 略
2 ～ 4 略 2 ～ 4 略
5 委員は、次のいずれかに該当する場合を除い
ては、在任中、その意に反して罷免されること
がない。

破産手続開始の決定を受けたとき。(１)
禁錮以上の刑に処せられたとき。(２)
委員会により、心身の故障のため職務の執(３)

行ができないと認められたとき、又は職務上
の義務違反その他委員たるに適しない非行が
あると認められたとき。



    和歌山県報  第 3036 号 平成 31 年 1 月 29 日（火曜日） 

－ 8 － 

（2）本処理手続において、作業日とは、和歌山県の休日を定める条例（平成元年和歌山県条例第39号）

第1条第1項に規定する県の休日（以下「県の休日」という。）でない日をいう。 

（3）本処理手続において、期間の初日は算入しない。 

（4）本処理手続において、期間の末日が県の休日に当たるときは、期間はその翌日に満了する。 

4 参加者 

（1）苦情の申立てがあった場合、当該苦情に係る調達に利害関係を持つ全ての供給者は、苦情処理手続

に参加することができる。 

（2）苦情の申立てがあった場合、当該苦情に係る調達を行った機関（以下「関係調達機関」という。）

は、苦情処理手続に参加しなければならない。 

（3）苦情の申立てがあった場合、当該苦情に係る調達に利害関係を持つ供給者であって当該苦情処理手

続に参加を希望するものは、5（6）に定める公示後5日以内に参加の意思を委員会に通知しなければな

らず、当該供給者であって通知を行った者（以下「参加者」という。）は、本処理手続の適用を受け

る。 

（4）（3）の規定による参加の通知は、いつでも取り下げることができる。 

5 苦情の検討の手続 

（1）供給者は、調達手続のいずれの段階であっても、協定等のいずれかの規定に反する形で調達が行わ

れたと判断する場合には、苦情の原因となった事実を知り、又は合理的に知り得たときから10日以内

に、書面により委員会ヘ苦情を申し立てることができる。委員会は、苦情の申立てのあった後直ちに、

その写しを関係調達機関に送付する。 

（2）委員会は、苦情申立ての書類に不備があると認めるときは、当該苦情を申し立てた者に対し、その

補正を求めることができる。この場合において、不備が軽微なものであるときは、委員長は職権で補

正することができる。 

（3）委員会は、原則として、申立て後10作業日以内に苦情について検討し、次の各号に該当する場合に

は、書面により理由を付して却下することができる。 

ア 遅れて申立てが行われた場合 

イ 協定等と無関係な場合 

ウ 軽微又は無意味な場合 

エ 供給者からの申立てでない場合 

オ その他委員会による検討が適当でない場合 

（4）関係調達機関は、申し立てられた苦情が却下されるべきと判断する場合には、委員会に対し、書面

により理由を付して却下すべき旨を申し出ることができる。 

（5）委員会は、苦情の申立てが遅れて行われても、正当な理由があると認める場合には当該申立てを受

理することができる。 

（6）委員会は、苦情が正式に申し立てられたと認め、申立てを受理した場合には、当該苦情を申し立て

た者（以下「苦情申立人」という。）及び関係調達機関に対しその旨を直ちに文書で通知するととも

に、委員長の定めるところにより公示を行う。 

（7）契約締結又は契約執行の停止 

ア 委員会は、原則として、契約締結に至る前の段階での苦情申立てについては、関係調達機関に対

し苦情処理に係る期間内は契約を締結すべきでない旨の要請を、申立て後12作業日以内に速やかに

文書で行う。 

イ 委員会は、原則として、契約締結後10日以内に行われた苦情申立てについては、関係調達機関に

対し苦情処理に係る期間内は契約執行を停止すべきである旨の要請を速やかに文書で行う。 

ウ 委員会は、緊急かつやむを得ない状況にあるため、契約を締結すべきでない旨又は契約執行を停

止すべきである旨の要請を関係調達機関に対して行わないと決定した場合には、その旨を理由とと
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もに直ちに苦情申立人に文書で通知する。 

エ 関係調達機関は、委員会から契約を締結すべきでない旨又は契約執行を停止すべきである旨の要

請を受けた場合には、速やかにこれに従う。 

オ エの場合において、関係調達機関の長が緊急かつやむを得ない状況にあるため、機関として委員

会の要請に従うことができないと判断する場合には、その旨を理由とともに直ちに委員会に文書を

もって通知しなければならない。委員会は、当該通知のあった後直ちに当該文書の写しを苦情申立

人に送付する。 

カ オの通知があった場合には、委員会は、当該理由が認めるに足りるものかどうかを判断し、その

結果を直ちに苦情申立人及び関係調達機関に文書をもって通知しなければならない。 

（8）検討 

ア 委員会は、苦情申立人及び関係調達機関に対し説明、主張、文書の提出等を求め、これに基づき、

苦情についての検討を行う。 

イ 関係調達機関は、公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生じるおそれのある場合を

除き、説明、主張、文書の提出等を拒むことができない。 

ウ 委員会は、説明、主張、文書の提出等が、公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生

じるおそれのある場合に該当するかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、関係調達

機関に説明、主張、文書の提示等をさせることができる。この場合においては、何人も、その説明、

主張、文書等の開示を求めることができない。 

エ 委員会は、受理した苦情に係る調達に関して裁判所に対し訴えが提起された場合であっても、当

該訴えにかかわらず、本処理手続の定めるところにより苦情についての検討を行う。 

オ 苦情申立人、参加者及び関係調達機関は、委員会が検討の結果をとりまとめる前に、委員会に出

席し、意見を述べることができる。 

カ 苦情申立人、参加者及び関係調達機関は、弁護士又は委員会の承認を得た者を代理人とすること

ができる。 

キ カの承認は、いつでも取り消すことができる。 

ク 代理人の権限は、書面をもって証明しなければならない。 

ケ 代理人が二人以上あるときは、各人が本人を代理する。 

コ 苦情申立人、参加者、関係調達機関及び代理人は、委員会の承認を得て、補佐人とともに委員会

に出席することができる。 

サ コの承認は、いつでも取り消すことができる。 

シ 苦情申立人、参加者及び関係調達機関は、当該苦情の申立てに関して開催される委員会における

互いの陳述を傍聴することができる。ただし、委員会が傍聴を適当でないと判断する場合は、この

限りでない。 

ス 委員会は、その判断により、証人を出席させることができる。 

セ 苦情申立人、参加者及び関係調達機関は、委員会において自らが行う意見若しくは報告の陳述を

公開で行うこと又は証人の出席を求めることができる。この場合において、委員会は、原則として、

その求めに応ずるものとする。ただし、意見若しくは報告の陳述又は証人の出席は、苦情申立人、

参加者、関係調達機関その他の調達に利害関係を持つ者の営業上の秘密、製造過程、知的財産その

他当該者に関する商業上の秘密情報の保護に配慮されたものでなければならない。 

ソ 委員会は、苦情申立人若しくは関係調達機関の要請により、又は委員会自らの発意により、苦情

の内容について公聴会を開くことができる。 

タ 委員会は、必要に応じ、検討の対象となる調達に関し識見を持つ技術者等より意見を聴くことが

できる。この場合において、当該技術者等は、当該調達に関して実質的な利害関係を持つ者であっ

てはならない。 
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（9）（1）による苦情申立てはいつでも取り下げることができる。 

（10）関係調達機関の報告書 

ア 関係調達機関は、申し立てられた苦情が委員会に受理された場合、当該苦情の写しが当該関係調

達機関に送付された後14日以内に、委員会に対し以下の事項を含む苦情に係る調達に関する報告書

を提出しなければならない。 

（ア）当該苦情に係る調達に関連する仕様書、その一部を含む入札書類その他の文書 

（イ）関連する事実、判明した事実並びに関係調達機関の行為及び提案を明記し、かつ、苦情事項の

全てに答えている説明文 

（ウ）苦情を解決する上で必要となり得る追加的事項又は情報 

イ 委員会は、アに定める報告書を受領した後直ちに苦情申立人及び参加者に対し、当該報告書の写

しを送付するとともに、当該写しを受領した後7日以内に委員会に意見又は当該報告書に基づき苦情

の検討を希望する旨の要望を提出する機会を与える。委員会は、当該意見又は要望を受領した後直

ちにその写しを関係調達機関に送付する。 

ウ 委員会は、調達に利害関係を持つ者の同意があった場合を除き、当該者の営業上の秘密、製造過

程、知的財産及びその他当該者が提出した商業上の秘密情報を第三者に開示しない。 

6 検討の結果及び提案 

（1）委員会は、苦情が申し立てられた後90日以内（公共事業に係る苦情申立てについては50日以内）に、

検討の結果の報告書を文書で作成する。委員会は、当該報告書において、検討の結果の根拠に関する

説明とともに、苦情の全部又は一部を認めるか否かを明らかにするとともに、調達の手続が協定等の

規定に反して行われたものか否かを明らかにする。 

（2）委員会は、協定等に定める措置が実施されていないと認める場合には、次のアからオまでのうちの

一又は二以上を含む適切な是正策を提案するため、報告書とともに提案書を文書で作成する。 

ア 新たに調達手続を行う。 

イ 調達条件は変えず、再度調達を行う。 

ウ 調達を再審査する。 

エ 他の供給者を契約締結者とする。 

オ 契約を破棄する。 

（3）委員会は、検討の結果及び提案を作成するに当たり、調達手続における瑕疵の程度、全部又は一部

の供給者に与えた不利益な影響の程度、協定等の趣旨の阻害の程度、苦情申立人及び関係調達機関の

誠意、当該調達に係る契約の履行の程度、当該提案が調達機関に与える負担、当該調達の緊急性及び

関係調達機関の業務に対する影響等、当該調達に関する状況を考慮するものとする。 

（4）委員が少数意見の公表を求めた場合には、委員会は少数意見を報告書に付記することができる。 

（5）委員会は、報告書及び提案書を作成した後直ちに苦情申立人、関係調達機関及び参加者に送付する。 

（6）関係調達機関は、原則として、当該調達機関自身の決定として、正当に申し立てられた苦情に係る

委員会の提案に従うものとする。関係調達機関は、提案に従わないとの判断を行った場合には、提案

書を受領した後10日以内（公共事業に係る苦情申立てについては60日以内）に理由を付して委員会に

報告しなければならない。 

（7）委員会は、検討の結果及び提案に関する外部からの照会に応じる。 

（8）委員会は、申し立てられた苦情を検討する際に当該苦情に係る調達に関して法律に違反する不正又

は行為の証拠を発見した場合には、適当な執行当局による措置を求めるため、当該執行当局に通報す

る。 

7 迅速処理 

（1）委員会は、苦情申立人又は関係調達機関から文書で苦情の迅速な処理の要請があった場合には、こ

の項に定める迅速処理の手続に従って苦情処理を行うか否かを決定する。 
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（2）委員会は、迅速処理の要請を受理した後直ちに迅速処理を適用するか否かを決定し、苦情申立人、

関係調達機関及び参加者に対し、その決定の結果及びその理由を通知する。 

（3）迅速処理が適用される場合の期限及び手続は、次のとおりとする。 

ア 関係調達機関は、委員会から迅速処理が適用される旨の通知を受けた後6作業日以内に、5（10）

に定める報告書を委員会に提出する。委員会は、当該報告書を受領した後直ちに、苦情申立人及び

参加者に対し、その写しを送付するとともに、当該写しを受領した後5日以内に、委員会に意見又は

当該文書に基づき事実判断を希望する旨の要望を提出する機会を与える。委員会は、当該意見又は

要望を受領した後直ちに、その写しを関係調達機関に送付する。 

イ 委員会は、苦情が申し立てられた後45日以内（公共事業並びに電気通信機器及び医療技術製品並

びにこれらに係るサービスに係る苦情申立てについては25日以内）に、検討の結果の報告書及び提

案書を文書で作成する。 

8 苦情の受付及び処理の状況の公表 

知事は、政府調達に係る苦情の受付及び処理の状況を取りまとめ、その概要を定期的に公表する。 

9 調達に係る文書の保存 

 調達機関は、苦情の処理手続に資するため、協定等の対象となる調達を行った場合には、当該調達に

係る契約の日から3年間（公共事業並びに電気通信機器及び医療技術製品並びにこれらに係るサービスに

係る場合にあっては5年間）、当該調達に係る文書（電子的手段による当該調達の実施に関する履歴を適

切に確認するためのデータを含む。）を保存しなければならない。 

10 適用 

（1）協定等に定める適用基準額の邦貨換算額については、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手

続の特例を定める政令第3条第1項に規定する総務大臣の定める区分に応じ総務大臣の定める額による

ものとする。 

（2）本処理手続は、平成31年2月1日以降に申し立てられた苦情について適用し、同日前に申し立てられ

た苦情については、なお従前の例による。 

 

和歌山県告示第97号 

 和歌山県における政府調達に関する苦情の処理手続細則を次のように定める。 

 平成26年和歌山県告示第514号（和歌山県における政府調達に関する苦情の処理手続細則）は、平成31

年1月31日限り廃止する。 

  平成31年1月29日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

   和歌山県における政府調達に関する苦情の処理手続細則 

1 苦情の申立て 

（1）提供を行うことが可能であった者の定義 

 和歌山県における政府調達に関する苦情の処理手続（平成31年和歌山県告示第96号。以下「手続」

という。）2（1）の「提供を行うことが可能であった者」とは、調達手続への参加に関心を有し、又

は有していた者で次に掲げるものを含む。 

ア 入札に参加した者（提供を行った者を除く。） 

（ア）一般競争入札に参加した者 

（イ）指名競争入札に参加した者 

（ウ）随意契約手続に何らかの対応をした者 

イ 入札に参加する予定はあったが、参加しなかった者 

（ア）調達手続に違反があったため入札に参加しなかった者 

（イ）調達機関が指名競争入札又は随意契約を行ったため、参加できなかった者 
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（ウ）入札参加資格手続において参加を認められなかった者 

ウ 入札手続（随意契約を含む。）に間接的に参加する者 

（2）協議の終了 

 手続2（2）に基づく協議は、供給者、調達機関のいずれからも、書面による通知をもって打ち切る

ことができる。 

（3）協議の期間の取扱い 

 手続2（2）に基づく協議終了の結果、苦情が解決に至らなかった場合には、協議に要した期間は苦

情申立期間の進行が停止するものとし、その期間は苦情申立期間から除外する。 

2 期間 

県の休日の定義 

 県の休日とは、和歌山県の休日を定める条例（平成元年和歌山県条例第39号）第1条第1項に規定する

日をいう。 

3 参加者 

（1）参加の意思の通知 

 手続4（3）に基づく参加の意思は、参加の趣旨及び理由を明らかにした書面をもって通知しなけれ

ばならない。 

（2）参加の通知の取下げ 

ア 手続4（4）の規定に基づく取下げは、書面をもって行わなければならない。 

イ 委員会は、手続4（4）の規定に基づく取下げがあった場合には、当事者に対し、遅滞なく、書面

をもってその旨を通知しなければならない。 

4 苦情の検討の手続 

（1）郵送に係る苦情申立ての期限 

 手続5（1）に基づく苦情申立ての書類が郵便により提出された場合には、当該郵便物の通信日付印

により表示された日（表示がない場合又はその表示が明瞭でない場合には、当該郵便物について通常

要する郵送日数を基準としたときにその日に相当するものと認められる日）に提出されたものとみな

す。 

（2）10作業日の緩やかな解釈 

 手続5（3）に基づく苦情申立ての却下については、10日間では判断困難なこともあり得るので、申

立て後「10作業日」以内に却下することを原則とするが、個別事情に応じあくまで例外的措置として

「申立て後10作業日」を超えた場合も却下することができる。 

（3）誤った教示をした場合の救済 

 関係調達機関又は和歌山県政府調達苦情検討委員会が誤って所定の期間よりも長い期間を苦情申立

期間として教示した場合であって、その教示された期間内に苦情申立てがされたときは、当該苦情は、

所定の苦情申立期間に申し立てられたものとみなす。 

（4）苦情申立てを受理した場合の公示方法 

 手続5（6）の規定に基づく公示は、「苦情申立てを受理した場合の公示方法について」（平成11年6

月1日和歌山県政府調達苦情検討委員会委員長決定）により行う。 

（5）調達機関の定義 

 調達機関とは、産品及びサービス又は公共事業等の調達を行う機関であって、県の機関（地方自治

法に定める知事、委員会及びその他の機関の内部部局、附属機関並びに支庁、地方事務所、支所及び

出張所を含む。）とする。 

（6）調達機関の長 

調達機関の長は、知事とする。 

 ただし、財務規則等に基づき、知事よりその所掌に係る支出負担行為に関する事務権限が委任され



    和歌山県報  第 3036 号 平成 31 年 1 月 29 日（火曜日） 

－ 13 － 

ている場合には、支出負担行為担当者を調達機関の長とみなす。 

（7）代理人についての承認の申請の方法等 

ア 弁護士である代理人の権限を証明する手続5（8）クの書面には、代理人の所属する弁護士会の名

称及び代理人の事務所を記載しなければならない。 

イ 弁護士以外の者を代理人とすることにつき手続5（8）カの承認を求める場合には、その者の氏名、

職業、当事者との関係その他代理人として適当であるか否かを知るに足りる事項を記載した書面を

もって行わなければならない。 

ウ イの書面には、代理人の権限を証明する手続5（8）クの書面を添付しなければならない。 

（8）補佐人についての承認の申請の方法 

 手続5（8）コの承認を求める場合には、補佐人の氏名、職業、当事者との関係その他補佐人として

適当であるか否かを知るに足りる事項を記載した書面をもって行わなければならない。 

（9）利害関係を有する者の定義 

 手続5（8）タの「当該調達に関して実質的な利害関係を持つ者」とは、当該調達過程に技術者、ア

ドバイザー、建築士等として関与した者又は苦情申立人と縁故関係を含む人事上のつながりのある者

をいう。 

（10）苦情申立ての取下げ 

ア 手続5（9）の規定による取下げは、書面をもって行わなければならない。 

イ 委員会は、手続5（9）の規定による取下げがあった場合には、当事者に対し、遅滞なく、書面を

もってその旨を通知しなければならない。 

（11）関係調達機関の報告書の当事者以外への非公開 

 委員会は、苦情申立人及び参加者に対し、手続5（10）アの規定に基づく報告書の内容について当

事者以外に公表しないように要請する。 

（12）商業上の秘密情報の定義 

 手続5（10）ウの「商業上の秘密情報」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その

他事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって公然と知られていないものをいう。 

5 検討の結果及び提案 

手続6（1）及び（2）の規定による報告書及び提案書の公表方法については、委員会が別に定める。 

6 苦情の受付及び処理の状況の公表 

 手続8の規定に基づく公表は、「和歌山県における政府調達に係る苦情の受付及び処理の状況の公表方

法」（平成31年和歌山県告示第98号）により行う。 

   附 則 

 この処理手続細則は、平成31年2月1日から施行する。 

 

和歌山県告示第98号 

 和歌山県における政府調達に係る苦情の受付及び処理の状況の公表方法を次のように定める。 

 平成26年和歌山県告示第515号（和歌山県における政府調達に係る苦情の受付及び処理の状況の公表方

法）は、平成31年1月31日限り廃止する。 

  平成31年1月29日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

   和歌山県における政府調達に係る苦情の受付及び処理の状況の公表方法 

 和歌山県における政府調達に関する苦情の処理手続（平成31年和歌山県告示第96号）8の規定について

の具体的な方法 

1 公表時期 

 知事は四半期毎に苦情の受付の状況及び処理の状況のとりまとめを行い、直ちにその概要を公表する。
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ただし、知事が必要と認める場合には、これ以外の時期にも公表することができる。 

2 公表事項 

（1）和歌山県政府調達苦情検討委員会へ申立てが行われた苦情は、本告示に従い、公表する。 

（2）公表する内容については、次の各号に該当する項目とする。 

ア 苦情番号 

イ 苦情申立日 

ウ 苦情申立人（匿名も可） 

エ 苦情に係る調達機関名及び調達物品名・サービス名 

オ 苦情の概要 

カ 苦情処理状況の概要 

キ その他必要な事項 

3 適用 

 本公表方法は、平成31年2月1日以降に申し立てられた苦情について適用し、同日前に申し立てられた

苦情については、なお従前の例による。 

    公     告 

都市計画の案の縦覧の公告 

 都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第2項において準用する同法第18条第1項の規定により、都

市計画を次のとおり変更しようとするので、同法第21条第2項において準用する同法第17条第1項の規定に

より公告し、当該都市計画の案を公衆の縦覧に供する。 

 なお、当該都市計画の案については、縦覧期間満了の日までに、和歌山県に意見書を提出することがで

きる。 

  平成31年1月29日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

1 都市計画の種類及び名称 

海南都市計画臨港地区 

2 都市計画を変更する土地の区域 

変更する部分 

和歌山県海南市冷水字大谷325番地34及び325番地16の地先 

3 都市計画の案の縦覧場所 

和歌山県県土整備部都市住宅局都市政策課 

海南市まちづくり部都市整備課 

4 縦覧期間 

平成31年1月29日から同年2月12日まで 
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